
私募債発行は、一定の財
務基準を満たした優良企
業に限定されるため、企
業の信用力向上につなが
ります。 

基金への寄付を通じ、地
域貢献に積極的に取り組
む企業として、社会的地
位や企業イメージの向上
につながります。 

固定金利、満期一括償
還による資金調達が可
能となり、財務の安定
につながります。 

本私募債は、当行が発行企業さまから 

受け取る私募債発行手数料の一部を 

原資として、富士山保護等の取組みを 

実施している基金へ寄付を行う社債です 



商品概要 

取扱期間 ・2021年6月25日の発行分から（取扱期限の設定はありません） 

ご利用いただける方 
以下のすべての要件を満たす法人のお客さま 
・本私募債の趣旨に賛同いただける方 
・当行所定の私募債適債基準を満たす先 

特  徴 
・寄付オプション付私募債となります。 
・私募債発行時の引受手数料の一部（発行金額×0.20%）を原資として、富士山保護等の 
 取組みを実施している基金へ金銭寄付を行います。 

寄付先 

・富士山基金（認定NPO法人富士山世界遺産国民会議） 
 

 寄付金の用途：富士山を身近に感じ、大切に思う心を育むための企画、富士山の保全、 
            啓発活動費 等 

寄付者 ・山梨中央銀行 

その他 
・発行企業さまの希望によりニュースリリース（弊行・静岡銀行ホームページ）を行います。 
・発行企業さまの希望により「記念盾」を贈呈いたします。 

私募債発行条件 

種類 銀行保証付私募債 信用保証協会保証付私募債 

発行額 3,000万円以上 3,000万円以上、5億6,000万円以内 

発行期間 原則、3年～5年 2年～7年 

償還方法 満期一括償還または定時償還 

利率 当行所定の固定金利（発行月の金利情勢に応じて決定します） 

手数料 当行所定の手数料 

山梨中央銀行         支店  担当：        TEL：        

※ 審査の結果、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。 
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２０２１年４月３０日現在 

④富士山の保護等に活用 


